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令和7年第3回 

美唄市議会定例会会議録 

令和7年9月8日(月曜日) 

午前10時00分 開会 

 

◎議事日程 

 第1  会議録署名議員の指名 

 第2  一般質問 

   

◎出席議員（14人） 

  議 長  谷 村 知 重 君 

副議長  楠   徹 也 君 

    1番  永 森 峰 生 君 

2番  伊 原 潤 司 君 

3番  江 川 いつみ 君 

    4番  海 鉾 則 秀 君 

5番  古 賀 崇 之 君 

    6番  吉 岡 建二郎 君 

7番  本 郷 幸 治 君 

8番  齋 藤 久美夫 君 

9番  山 上 他美夫 君 

   10番  森   明 人 君 

   11番  川 上 美 樹 君 

   13番  松 山 教 宗 君 

 

◎出席説明員 

市     長  桜 井   恒 君 

副  市  長  土 屋 貴 久 君 

 総 務 部 長  村 上 孝 徳 君 

市 民 部 長  児 玉 ゆかり 君 

 保健福祉部長  谷 村 泰 尚 君 

経 済 部 長  佐 藤 剛 司 君 

都市整備部長  荘 司   修 君 

市立美唄病院事務局長  藤 井 俊 禎 君 

消  防  長  後 藤 博 昭 君 

総務部総務課長  平 野 太 一 君 

総務部総務課長補佐  上 村 名津美 君 

  

教  育  長  石 塚 信 彦 君 

総 務 部 長  杉 本 竜 一 君 

  

選挙管理委員会委員長  中 田 礼 治 君 

選挙管理委員会事務局長  堀 澤 宏 史 君 

  

農業委員会会長  畑  雄 二 君 

 農業委員会事務局長  五十嵐 健太郎 君 

  

監 査 委 員  福 地 英 敏 君 

監査事務局長  高 橋 修 也 君 

  

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長   門 田 昌 之 君 

 次     長   新   宗 晃 君 

 

午前10時00分 開会 

●議長谷村知重君 これより、本日の会議を

開きます。 

 

●議長谷村知重君 日程の第1、会議録署名議

員を指名いたします。 

    8番 齋藤久美夫議員 

    9番 山上他美夫議員 

を指名いたします。 

 

●議長谷村知重君 次に日程の第2、一般質問

に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 

 10番森明人議員。 



- 12 - 
 

●10番森明人議員 令和7年第3回定例会一般

質問において、大綱2点、質問させていただき

たいと思います。 

 保健行政について、帯状疱疹ワクチン接種

助成についてご質問いたします。 

 今年度4月から帯状疱疹ワクチン接種助成

が始まったところだが、広報等での告知が4

月末になってしまった経緯をお伺いしたいと

思います。帯状疱疹ワクチン定期接種につい

ては、本年4月より、予防接種法に基づくＢ類

疾病の定期接種となったところでありますが、

対象年齢や助成額などについて、市からの市

民周知については、私の知る限り、広報メロ

ディー5月号(4月末)に掲載されたものが最初

ではなかったものかと記憶しております。ま

た、対象者への案内については、5月に入って

からと聞き及んでおります。帯状疱疹ワクチ

ン接種制度は、接種対象者について、65歳か

ら5歳刻みであり、誰もが助成を受けることが

できる制度ではないので、迅速、丁寧な市民

周知が必要ではなかったかと思います。広報

紙での周知は、若干のタイムラグはあること

は承知しているところだが、市のホームペー

ジでの周知は可能であったと思います。そこ

で、これまでの接種状況及び市民への周知に

ついて、4月末になった経緯と、今後の対応に

ついて、市長の考えをお伺いいたします。 

 2点目、観光行政についてお伺いしたいと思

います。 

 道道美唄富良野線における経済効果と期待

についてご質問させていただきます。 

 昨年度、道道美唄富良野線の開通により、

流入人口の増加に期待したところであると質

問いたしました。あれから1年が経過し、美唄

市にとって、昨年以上の流入人口や経済効果

に期待したいところであります。道道美唄富

良野線の開通後、これまでどのような取組を

されたのか、お伺いいたします。 

 一つ目として、道道美唄富良野線の交通量

でありますが、東明地区の方のお話によると、

昨年に比べ、今年の交通量が減っているので

はないかと心配しております。本市の認識を

お伺いいたします。 

 二つ目に、美唄・富良野・芦別の3市による

観光誘致の仕掛けについて、内容をお伺いし

たいところです。 

 最後になりますが、昨年の答弁では、副業

型企業人を採用し、道道美唄富良野線開通後

の戦略を提案してもらうとのことでありまし

た。その内容はどのようなものであるか、お

伺いしたいと思います。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君(登壇) 森議員の質問にお答

えします。 

 帯状疱疹ワクチンの接種助成についてであ

りますが、初めに、接種状況につきましては、

美唄市医師会並びに市内医療機関のご協力を

いただき、令和7年5月から令和7年7月末の3

か月間で158件の接種を行っているところで

あります。 

 次に、市民への周知について、4月末になっ

た経緯につきましては、予防接種法の改正に

より、Ｂ類疾病の定期接種となったところで

ありますが、この改正に合わせて、令和7年度

予算を計上、市議会での議決後において、助

成制度の整備を行ったところです。法律改正

後、速やかに事業を開始することが望ましい

ものの、関係する医療機関等への周知や調整
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も必要であったことから、5月からの実施とし

たところです。広報紙への掲載につきまして

は、議決後の原稿提出となるため、実施月で

ある5月号となり、市民の皆様のお手元に4月

下旬にお届けいたしました。また、令和7年度

に対象年齢を迎える方への個別の案内につき

ましては、郵送物の準備のため、5月13日に通

知を行ったところです。なお、市のホームペ

ージにつきましては、本来、広報紙と同時に

掲載しておりますが、個別通知後に掲載とな

ったことを反省点とし、今後は適切な時期の

情報発信に努めてまいります。 

 次に、道道美唄富良野線における経済効果

と期待についてでありますが、交通量につい

て、今年度調査したものがないことから、比

較ができないところでありますが、本年4月か

ら6月の観光入込客数の昨年との比較では、ピ

パの湯ゆ～りん館や安田侃彫刻美術館アルテ

ピアッツァ美唄、飲食店等のいずれの利用も

昨年より約1.1倍の増加となっております。特

に休日には、一般車両のほか、観光バス、バ

イク、自転車の通行を把握しており、道道美

唄富良野線開通の影響はあるものと認識して

いるところであります。 

 次に、美唄・富良野・芦別の3市による観光

誘致の仕掛けについてでありますが、本年7

月2日に民間中心の「道道美唄富良野線活用地

域活性化促進協議会」が設立されたところで

あります。今後、この協議会が中心となって

事業展開を行うこととしており、今年は、観

光誘致につなげることを目的に9月13日から

10月13日の間、3市の連携によるスタンプラリ

ー事業を行うと伺っております。なお、本市

においても、協議会の活動を支援しながら、3

市の情報提供や地域資源の活用など、観光ル

ートに選ばれるよう関係団体等と連携を図っ

てまいります。 

 最後に、昨年8月に採用した副業型地域活性

化起業人の活動による提案についてでありま

すが、昨年度は、観光地づくりの発展を目的

に、人流ビッグデータ分析を活用した「潜在

顧客の掘り起こし検討」として、「美唄来訪者」

と、美唄に興味を持って情報収集を行ったが

訪れなかった「非来訪者」の検索用語につい

て、調査分析を行いました。その結果としま

しては、来訪者が検索した美唄に関する用語

では、美唄焼き鳥、美唄桜まつりが上位であ

り、逆に非来訪者の空知管内に関わる用語検

索は、岩見沢ランチ、長沼ランチ等が上位と

なっているところであります。また、今年度

においては、夏季、冬季の2回、美唄来訪者の

動態分析を行うこととしております。こうし

た分析を通じて、一般社団法人ステイびばい

の観光地づくりの事業の推進及び観光経営の

発展につなげるため、今後は、道道美唄富良

野線を含む観光戦略の策定や事業展開を行う

計画となっているところであります。以上で

ございます。 

●議長谷村知重君 森議員。 

●10番森明人議員 再質の前に、帯状疱疹ワ

クチン接種助成について、話したいと思いま

す。まず、助成内容を知らない対象年齢外の

方が、帯状疱疹ワクチン接種を予約する事例

が数人発生したことから、市民の方に今後、

混乱を招かぬよう、情報発信を行っていただ

きたいと思います。これについては、お答え

は不要であります。 

 続いて、再質になります。観光行政につい
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て、再質を行わせていただきます。 

 道道美唄富良野線における経済効果と期待

について、今後の道道美唄富良野線について

は、この先、数年間は冬季間の通行止めとお

伺いしております。早期に解消され、通年利

用をするための考え方や、観光地づくりにつ

いて、市長は具体的にどのような施策を考え

ているのか、お伺いしたいと思います。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 森議員の質問にお答えしま

す。 

 今後の考え方や観光地づくりについてであ

りますが、道道美唄富良野線の通年利用に向

けては、現在、北海道において、冬季の安全

確保のため、雪崩対策などを実施していると

ころであり、冬期間は通行止めとなっており

ますので、美唄市・富良野市・芦別市と近隣

市町村で構成している「主要道道美唄富良野

線整備促進期成会」を通じて、早期に解消さ

れるよう、要望活動を行ってまいります。ま

た、観光地づくりについては、四季折々の魅

力を広くＰＲし、年間を通じて訪れる動機づ

けや、地域連携による観光イベントの企画を

開催し、観光客の滞在時間や満足度の向上に

努めるのはもちろんのこと、観光ルートの整

備や案内標識の充実など、利用しやすい道路

としての施策を総合的に推進し、地域の観光

振興に取り組んでまいります。以上でござい

ます。 

●議長谷村知重君 次に移ります。 

 13番松山教宗議員。 

●13番松山教宗議員 令和7年第3回定例会に

おいて、大綱2点について、教育長並びに選挙

管理委員長に質問いたします。 

 大綱1点目は、教育行政についてであります。 

 一つに、スポーツ振興についてであります。 

 これまで市内のスポーツ施設については、

市民の健康と体力づくり及びスポーツの普及

振興の柱の施策として活用され、利用者の環

境整備に力を入れてきた結果、スポーツ施設

利用者が年々増加傾向にあることは、人口減

少が進む本市にとって大変喜ばしいことであ

ると考えております。また、これまで私も質

問してまいりましたけども、令和7年度におい

て、夏場の暑さ対策を図るべく、当初予算に

おいて、総合体育館の冷房設備の導入に向け

た実施設計費用が予算計上され、着々と進め

られていることと承知しているところであり

ますが、本市は平成28年に「スポーツ健康都

市宣言」が制定され、その趣旨にぶれること

なく進められている本市のスポーツ振興につ

いて、2点、教育長にお伺いをしたいと思って

おります。 

 まず1点目は、市内のスポーツ施設における

利用者数及び施設整備の状況についてであり

ます。市内のスポーツ施設については、いず

れの施設も建設年度が古く、最低限の老朽化

対策などを行ってきた中で、市民サービスに

寄与してきたことと承知しておりますが、令

和2年から始まったコロナ感染症も徐々にそ

の影響が少なくなり、自身の健康や体力づく

りなど、市民のスポーツへの活動が活発的に

なってきている中で、各施設に通う市民が多

くなってきているのではないかと推察される

ところであります。本年の6月、北海道新聞で

は、総合体育館の利用者状況について取り上

げられ、利用環境の充実した内容が掲載され

るなど、今後においても利用環境の充実によ
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り、施設の利用者が増えることで、健康な市

民が増加し、ひいては医療費の抑制につなが

るものであると考えております。そこで、体

育センターやサン・スポーツランド美唄など、

市内のスポーツ施設における利用者数全体の

推移、また、施設整備の状況についてもお伺

いしたいと思います。 

 2点目といたしましては、学校体育館の状況

についてであります。市内の学校における体

育館については、学校教育での使用はもちろ

んのこと、学校施設の一般開放事業として、

一定のルールを定め、学校教育に支障のない

範囲で、市民の文化スポーツ活動に利用でき

る施設として承知しているところであります。

教育現場においては、児童生徒が学校生活を

送る学びの場として、近年の暑さ対策に伴う

取組が求められており、美唄市においては、

各教室への冷房設備の導入により、学習する

環境の改善・向上が図られたところでありま

すが、同じ教育施設としての体育館の改善は

先が見えない状況が続いております。 

 そこで、学校授業も含めた体育館の利用状

況及びこれまでの体育館の利用環境の改善に

向けた取組内容についてもお伺いしたいと思

います。 

 大綱2点目は、選挙行政についてであります。 

 一つに、美唄選挙管理委員会としての方針

についてであります。 

 昨年、第4回定例会の終了後に、議員協議会

にて、選挙管理委員会より「これからの選挙

管理委員会としての考えについて」説明があ

りました。内容としては、「移動期日前投票所

の開設」「投票時間の繰り上げ」「投票時間の

繰り上げに伴う開票時間の繰り上げ」「ポスタ

ー掲示場の見直し」など、四つの方針が掲げ

られました。7月20日に行われました、参議院

議員通常選挙において、新聞などのメディア

で、美唄市選挙管理委員会が取り上げられる

こともありましたが、議員協議会で、まず提

案されました四つの方針について、どの程度

まで、この度進んだのか伺いたいと思います。

そこで、実施した方針についてどのような効

果が見られ、何が課題であったのか、検証と

課題についてお伺いしたいと思います。以上

で、この場での質問を終わります。 

●議長谷村知重君 教育長。 

●教育長石塚信彦君(登壇) 松山議員の質問

にお答えします。 

 スポーツ振興についてでありますが、初め

に、「市内スポーツ施設における利用状況」に

つきましては、直近3か年のスポーツ施設全体

の推移で申し上げますと、令和4年度は7万

4,841人、令和5年度は8万2,953人、令和6年度

は9万3,426人で推移しており、施設単位では

増減が見られるものの、スポーツ施設全体と

しては、年々利用者が増加している状況とな

っております。 

 次に、スポーツ施設の整備状況では、令和4

年度は弓道場の管理棟床修繕、サン・スポー

ツランド美唄のテニスコート全面人工芝に改

修、令和5年度は、体育センターのリードウォ

ール、レッスンウォールの増設と照明設備の

ＬＥＤ化、弓道場のトイレ内部改修、サン・

スポーツランド美唄のテニスコート夜間照明

設備のＬＥＤ化、令和6年度は総合体育館の屋

上防水、温水プール照明設備のＬＥＤ化、野

球場の排水設備改修を実施してきたところで

あり、陸上競技場、サン・スポーツランド美
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唄の多目的グラウンド、管理棟の大規模な整

備は行っていないところであります。スポー

ツ施設につきましては、建設年度が古いもの

が多く、施設整備に当たっては、老朽化など

により緊急性の高いものや、競技団体などか

らの要望などについて、市長部局と協議しな

がら進めてきたところであります。 

 次に、「学校体育館」につきましては、市内

小中学校4校の学校授業において、各学年週3

時間程度利用し、また休み時間や部活動、各

種行事に利用しております。なお、学校教育

に支障のない範囲で開放している「学校施設

開放事業」においては、現在、スポーツ少年

団など13団体に利用いただいているところで

あります。以上でございます。 

●議長谷村知重君 選挙管理委員長。 

●選挙管理委員会委員長中田礼治君(登壇) 

 おはようございます。 

 松山議員の質問にお答えさせていただきま

す。 

 美唄市選挙管理委員会としての方針につい

てでありますが、令和6年第4回市議会定例会

終了後、議員協議会を開催させていただき、

議員の皆様には、美唄市選挙管理委員会とし

て、四つの方針を説明させていただきました。 

 一つ目でありますが、移動期日前投票所の

開設についてであります。以前投票所であっ

た南美唄の「下緑町会館」が取り壊され、代

替えの投票場まで交通手段が乏しいというお

話を聞いたため、1日3～4時間程度、午前と午

後、2日間に渡り「下緑町会館跡地」に開設を

いたしました。また、買い物帰りに投票をし

ていただくよう、コープさっぽろびばい店駐

車場に投票日の3日前から3日間実施させてい

ただき、7月17日、18日は午後4時から7時まで、

7月19日は午前9時から午後7時まで開設した

ところであります。 

 二つ目は、投票時間の繰り上げについてで

すが、選挙管理委員会で一方的に決めるので

はなく、市内投票所有権者500人以下の投票所

について、昨年から町内会長、連合会長への

投票時刻の繰り上げ閉鎖について、アンケー

トを実施いたしました。アンケートについて

は、町内会で個々に希望の閉鎖時間はありま

したが、アンケートを基に選挙管理委員会と

して、議論・検討し、午後6時に閉鎖といたし

ました。 

 その他の投票所については、午後7時閉鎖と

し、市内22か所の投票所の半分に当たる11か

所の投票所で午後6時閉鎖と決定し、周知につ

きましては、投票所入場券、選挙チラシ、広

報メロディー、ホームページに掲載し、メデ

ィアの方にも美唄市の記事として載せていた

だいたところであります。 

 三つ目の開票時間の繰り上げについてでは、

投票時間の変更に伴い実施しているため、今

回は開票時刻を午後8時にいたしました。 

 四つ目のポスター掲示場の減少についてで

すが、これまで94か所のポスター掲示場を設

置いたしましたが、国政選挙及び知事・道議

選については、選挙毎に北海道選挙管理委員

会との協議が必要であります。北海道選挙管

理委員会には、これまでの経過などを説明し、

協議を重ねた結果、ポスター掲示場を「50か

所」と承認をいただいたところであります。

議員協議会で説明させていただきました、四

つの方針について、美唄市選挙管理委員会と

して概ね完遂したところであります。以上で
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ございます。 

●議長谷村知重君 松山議員。 

●13番松山教宗議員 再質問を2点ほど、この

場でさせていただきたいと思います。 

 まず1点目は、教育行政についてであります

けど、まず一つ目といたしまして、スポーツ

施設の状況についてでありますが、先ほどの

答弁でありましたように、スポーツ施設の利

用者は、年々増加しているということであり

ましたが、利用者増への取組については、市

の事業はもちろんのこと、指定管理者独自事

業として取り組んでいる部分も大きいのでは

ないかと思うところであります。また、施設

の整備については老朽化に伴うのが大半を占

めるという考えでありますが、大事に至る前

の改修により、市民が安全で安心して利用で

きることが、スポーツ施設全体の利用者数の

増加につながっており、その反面、総合体育

館を含め、全道規模の大会を開催するには、

駐車場が今、手狭で凸凹などありますように、

駐車場に関する問い合わせが多く寄せられて

いるってことも聞き及んでおります。市民の

スポーツ振興を図る上での施設整備は欠かせ

ないものでありますし、今後のスポーツ振興

を図る上で、施設管理及び施設整備をどのよ

うに行っていくのか、再質問をさせていただ

きます。 

 あわせて、2点目といたしまして、学校体育

館についてでありますが、先ほどの答弁でも

ありましたように、市内小中学校4校の学校授

業での利用のほか、部活動や各種行事、そし

て放課後の学校施設開放事業に利用されるな

ど、学校体育館については、学校施設として

の利用だけではなく、幅広く住民の福祉に寄

与していることが伺えました。学校につきま

しては、教育施設としてだけではなく、災害

時の避難所としても指定もされておりますこ

とから、校舎から体育館までのあらゆる場面

を想定した整備が必要であると考えますが、

今後の方針として、近年の暑さ対策を含めた

エアコンなど、整備や設置への実行に移すた

めの財源確保など、どのように考えているの

か、教育長にお伺いをしたい。 

 2点目でありますけれども、選挙行政につい

てでございます。まず、全ての方針は今回の

参議院通常選挙で実施したことについては、

相当な努力があったのかと推察させていただ

きます。 

 そこで、再質問させていただきますが、こ

の度、美唄市の選挙が一気に、がらりと変わ

ったんじゃないかなと思います。実際、市民

から移動期日前投票については、「買い物帰り

に入場券を持たず投票できるので便利だ」あ

るいは「投票所内で歩いて投票することを考

えると、ほとんど歩かないで投票できること

は嬉しい」と、ご高齢の方にも評判が良いと

伺っております。今回、初めて「移動期日前

投票所」を3日間開設されたことについて、ど

のような効果が見られ、何が課題であったの

か、検証と課題について、お伺いしたいと思

いますし、また、他の三つの方針についても

課題など見えているのかと思いますので、こ

れについてもお伺いしたいと思います。 

●議長谷村知重君 教育長。 

●教育長石塚信彦君 松山議員の質問にお答

えします。 

 今後のスポーツ振興についてでありますが、

スポーツ振興施策を図る上で、施設の管理及
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び整備は欠くことができないものであります

が、所管するスポーツ施設のうち、弓道場と

体育センター以外の施設に指定管理者制度を

導入し、管理運営を行っているところであり、

今後は所管する全てのスポーツ施設に同制度

を活用した管理運営を考えているところであ

ります。施設整備につきましては、近年の猛

暑に伴う熱中症対策のため、国の「学校施設

環境改善交付金」を活用し、災害時における

「避難所」や「広域避難場所」として指定さ

れている総合体育館から冷房設備の導入に向

けた補正予算を今定例会に上程したところで

あり、そのほかのスポーツ施設におきまして

も、利用する競技団体などのご意見を伺いな

がら、将来に向かって持続可能な施設とする

ため、「予防的保全」や「計画的な更新」を図

るとともに、災害時や全道規模の大会誘致の

ため、駐車場の修繕及び拡張も含め、国や道

などの有利な財源を活用した整備を進めてま

いりたいと考えております。また、スポーツ

施設は、災害時に市民の避難先などとして重

要な役割を担う施設でもあることから、施設

に必要な機能などについて、市長部局と協議

しながら整備してまいります。 

 次に、学校体育館につきましては、近年の

猛暑の影響により、授業や学校開放で体育館

を使用する児童生徒又は市民の健康と安全を

守る観点から、その必要性は十分に認識して

いるところであります。しかしながら、現時

点では、市内全小中学校体育館へのエアコン

等設置に要する費用が非常に高額であるため、

財源の確保が難しい状況にあり、特に、建物

の構造上の問題や電力設備の増強工事が必要

となるなど、多大な予算が必要となります。

教育委員会といたしましては、引き続き国の

補助制度の動向を注視しつつ、財源の確保に

向けた検討を進めてまいりますとともに、災

害などの緊急時には体育館を避難所として活

用いたしますことから、防災機能の強化とい

う観点からも、市長部局と連携し、エアコン

等設置の可能性を探ってまいりたいと考えて

おります。以上でございます。 

●議長谷村知重君 選挙管理委員長。 

●選挙管理委員会委員長中田礼治君 松山議

員の再質問にお答えをいたします。 

 検証と課題についてでありますが、移動期

日前投票について、7月17日から19日の3日間、

開設をいたしました。下緑町会館跡地につい

ては、7月17日から18日で午前午後に分けて2

日間開設をいたしました。コープさっぽろび

ばい店については、7月17日から19日の3日間

で、7月17日、18日は、買い物帰りの有権者の

集客を狙って、午後4時から午後7時まで、19

日につきましては、午前9時から午後7時まで

開設をいたしました。結果として、下緑町会

館は、17日は23人、18日は6人、合計29人、コ

ープさっぽろびばい店は、17日は89人、18日

は51人、19日は178人、合計318人の方が投票

をされました。投票率で申し上げますと、下

緑町会館跡地では、全体の0.17％、コープさ

っぽろびばい店では1.92％で、合計2.09％と

なっております。選挙管理委員会の検証とい

たしましては、令和4年7月10日執行の第26回

参議院議員通常選挙と今回の第27回参議院議

員通常選挙の期日前投票所の投票率を比べま

すと、第26回が17.44％、今回の第27回は

24.65％で7.21％上回っていることから、期日

前投票に関しては、効果が出たと判断をして
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おります。ただ、移動期日前投票の期間は、

台風の影響で天候に恵まれなかったこともあ

りましたので、今後は天候に左右されない投

票環境づくりを検討してまいりたいと考えて

おります。また、ポスターの掲示場について

は、市長・市議選と同数の掲示場の設置数で

あったため、市民から特段の苦情等はありま

せんでした。投票所の閉鎖時刻については、

投票所入場券、全戸配布の選挙のチラシ、広

報メロディー、美唄市ホームページなどで周

知をいたしましたが、投票時間終了後に投票

に来られた方が数人いらっしゃると確認をし

ており、選挙管理委員会としては、引き続き、

周知を行ってまいりたいと考えております。 

投票所の時間変更に際し、ご高齢の方が多い

立会人の方からは「体力的にも楽になりまし

た」「これくらいの時間がちょうどよい」など

の意見も伺っており、特段問題はないと考え

ております。開票時間の繰り上りげについて

は、1時間繰り上げることにより、今までより

早く開票結果をご報告できると判断しており

ましたが、終了時刻が比例代表選挙では前回

と変わらない状況で、他市から比べると遅い

状況であったため、本年10月に本市で開催を

予定しております、空知都市選挙管理委員

会・職員研修協議会にて他市の手法など、開

票手順の見直しを行い、1分1秒でも早く結果

を報告できるように努めてまいります。議員

協議会でも説明させていただきましたが、市

長・市議選には完全な形に作り上げていきた

いと考えております。 

●議長谷村知重君 松山議員。 

●13番松山教宗議員 再々質問を行わせても

らいたいと思います。 

 選挙行政についてでございます。住民サー

ビスの向上として、今回「移動期日前投票所

の開設」は大きな一歩であると思います。ま

た、新聞等でも投票時間の変更や投票所の統

合など、他の市も改革していることが報道さ

れ、現在の社会ニーズに合った投票スタイル

が求められていることを改めて感じました。

また、今後も期日前移動投票バスの運行拡大

や、例えばＪＲ美唄駅で、通勤通学者の移動

の時に、投票所を開設するなど、市外へ行く

方に対する投票率アップ、学生のことも考え

るべきだと思います。 

 そこで、再々質問させていただきますけれ

ども、美唄市選挙管理委員会として、今後の

いろいろお話を聞かせいただきましたけども、

選挙の在り方についてどのようなビジョンを

持っているのか。また、今ここで委員会での

決定事項ではないとは理解をしておりますけ

れども、また具体的にお話しすることは難し

いかと思いますけれども、まず委員長はどの

ように今後について検討されているのか、お

伺いしたいと思います。 

●議長谷村知重君  選挙管理委員長。 

●選挙管理委員会委員長中田礼治君 松山議

員の再々質問にお答えをいたします。 

 今後の検討についてでありますが、移動期

日前投票所については、今回3日間実施いたし

ましたが、「期日前投票の充実」が、今後の選

挙に当たって重要であると改めて実感をいた

しました。美唄市の人口推計では、2040年に

は1万1,914人になると発表されています。人

口減少に伴い、各投票所有権者も減少が見込

まれます。現在でも100人以下の有権者の投票

所が見受けられることから、今後は投票所の
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統合なども検討していかなければなりません。

統合した投票所後には、移動期日前投票所の

設置やＡＩデマンドバス「のるーと美唄」な

どの期日前投票所移動支援の拡充も検討して

まいりたいと考えております。また、商業施

設や美唄駅など、市民の集まる場所への開設

など、市民ニーズに合わせた期日前投票所の

拡充なども検討していかなければならないと

考えております。開票についても、その手法

や流れなども他市を参考に「正確さ」「迅速さ」

を念頭に、見直し検討をしてまいりたいと思

います。今後も「投票しやすい環境づくり」

に対し、市民の皆様の意見を傾聴し、検討し

てまいりたいと考えております。以上です。 

●議長谷村知重君 次に移ります。 

 9番山上他美夫議員。 

●9番山上他美夫議員 おはようございます。 

 令和7年第3回定例会において、大綱2点、市

長に質問させていただきます。 

 まず大綱1点目、オンデマンドバス「のるー

と美唄」の拡充についてお尋ねいたします。 

 今年度のまちづくり市民アンケートの調査

によれば、「美唄市に対して、自分のまちとし

ての愛着を感じていますか」との質問に対し

まして、回答者の約60％が美唄市に対して愛

着を感じているとの回答結果であります。し

かし、「美唄市は住み良いまちだと思うか 」

との質問に対しては、回答者361人のうち114

人の32％が住みにくいという回答でありまし

た。住みにくいと回答した居住地域は南美唄、

茶志内、日東、沼の内、癸巳などの、いずれ

も郊外の居住者であります。住みにくい理由

についての回答では、回答431件のうち「交通

が不便だから」との回答が80件あり、その他

に「医療環境や娯楽、買物が不便である」な

どが挙げられています。また、交通の利便性

について「外出する時に近くを通るバス路線

がなかったり、使いたい時間帯の便で困って

いるか」の質問では、「使いたい時間帯の便が

無い」が13％で47件、「近くを通るバス路線が

無い」が6％で24件、「困るときもあるが現状

のままで我慢できる」が15％で54件の意見が

あります。また、その他の回答では、自家用

車を持たず、公共交通機関への依存度が高い、

いわゆる交通難民と言われる高齢者において

は、「公共交通機関の利便性が良くなければ、

生活を維持できない」との意見も多く見られ、

高齢化社会を迎える今後においては、免許返

納者も増加すると思われるため、公共交通の

更なる充実が必要であると考えております。

2024年の10月から実証運行を開始したオンデ

マンドバスのるーと美唄の利用状況について

は、新聞の報道によれば「利用者数は実証運

行が始まった2024年10月が、1日当たり21.7

人だったが、今年7月には1日当たり56.6人と

大幅に増えている」とのことで、利便性の良

いのるーと美唄へのニーズは高いものと考え

ております。以上の事柄を踏まえて、美唄市

においては、市民の生活を守り、公共交通に

対する要望を解決する方策としては、実証運

行中のオンデマンドバスのるーと美唄の170

か所の乗車場所について、便数を更に拡充し

て、市民の要望に沿った形での充実した運行

が必要ではないかと考えております。市民ア

ンケートでの市民からの要望を踏まえて、実

証運行終了後の実施運行策定の際には、台数

の増加も踏まえた運行エリアの拡大と、便数

の拡充を考慮していただきたいと考えますが、
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ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、人口減少対策についてお伺い

いたします。 

 先月末の新聞報道で美唄市の人口減少につ

いての記事がありましたが、記事の内容は「来

年の夏には美唄市と深川市の人口が逆転す

る」との内容でありました。2023年の国立社

会保障・人口問題研究所の市町村データラン

キングによれば、美唄市の人口減少割合は、

2020年と2025年を比較して、マイナス11.5％

の88.5％となり、人口減少率は全国790市の中

で24番目に人口減少が多い状況であります。

2016年の美唄市人口ビジョンでも、今年の

2025年には人口が1万9,300人になるとのおお

よその予測でありましたが、現実には、2025

年7月末現在で1万8,118人であり、9年前の人

口推計よりも1,184人の人口が減少しており、

人口の減少速度は加速度的に進んでいる状況

であります。また、国立社会保障・人口問題

研究所の資料によれば、1万5,000人を割り込

むのは、10年後の2,036年頃と推計されており

ますが、近年は毎年500人以上の人口が減少し

ているために、1万5,000人を割り込むのは数

年早くなるのではないかと想定され、美唄市

の人口減少に対する危機感を覚えるところで

あります。人口減少による弊害は、税収減に

よる財政の悪化や労働力不足による企業の撤

退、公共サービスの縮小、地域コミュニティ

の弱体化、インフラの老朽化などが挙げられ

ておりますが、これらの弊害はいずれも、さ

らなる人口減少につながることとなります。

人口減少を抑制する一つの方法として「中心

街の賑わい再生」がありますが、今の美唄市

中心街の現状は、先月末に47年間営業が続き

ましたコアビバイの総合衣料店とドラッグス

トア及び市内では唯一の書店が突然の閉店を

いたしました。ホテルスエヒロは廃墟となっ

たままで、駅前にも空きビルがあり、市内各

所には空き店舗が目立つ状況で、魅力や賑わ

いの欠けるまちとしての印象は拭えず、市の

移住・定住策にも影響が出てくるのではない

かと考えるところであります。中心街の衰退

は、更なる人口減少に拍車をかけるべき事で

あり、中心街の賑わいづくりは、人口減少対

策の必須条件であります。このような状況を

鑑みたときに、美唄市の中心街再生は喫緊の

重要な課題であると思いますが、これらを踏

まえて、3点質問いたします。 

 まず初めに、今年度の市長の市政執行方針

の中で、中心市街地の活性化については「中

心市街地活性化基本計画の策定に取り組み、

商工会議所や関係機関との連携を図り、中心

市街地の賑わいづくりに努めてまいります」

と述べられておりますので、人口減少を抑制

する中心街の賑わいづくりのために、どのよ

うな方策をお考えなのかについてお尋ねいた

します。 

 次に、美唄市の移住・定住促進事業の状況

についてでありますが、短期滞在用の「ちょ

っと暮らし施設」トマーレびばいの利用状況

と利用者のその後の定住状況についてお伺い

いたします。 

 3点目といたしまして、現在美唄市の人口減

少対策としては、移住・定住促進事業として、

「移住者・定住者への助成制度」を設け、市

所有の分譲地購入助成や住宅購入、若者定着

移住促進助成などを行っておりますが、その

支給状況についてもお伺いいたします。以上、
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答弁のほどよろしくお願いいたします。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君(登壇) 山上議員の質問にお

答えします。 

 のるーと美唄の運行区域についてでありま

すが、本年4月より、民間事業者が運行してい

るバス路線である南美唄線の一部廃止に対応

するため、当該廃止区間を加えたほか、タク

シー会社の廃業による運転手不足等に対応す

るため、乗合タクシーの運行地区を再編し、

本年10月より「我路・盤の沢地区」を新たに

追加するところであります。今後ものるーと

美唄の運行区域の拡大及び運行台数の拡充に

ついて、市民の皆様からの要望や、市民バス・

乗合タクシー及び民間バス路線などの利用実

態のほか、のるーと美唄の運行実績を踏まえ

ながら、地域公共交通活性化協議会において、

検討・協議を進めてまいります。 

 次に、人口減少対策についてでありますが、

本市の中心市街地は、急速に進む人口減少や

商業者の後継者不足などに起因して、空き店

舗や空き地の増加に伴う商業機能の低下や活

動・交流の場が不足するなど、多くの課題を

抱えております。現在策定中の「美唄市中心

市街地活性化基本計画」の中で、具体的に決

まった再開発事業はないところでありますが、

シティプロモーション事業や北海道大学、北

海学園大学の学生から、中心市街地に人を呼

び込むための施策の提案を受け、事業に盛り

込むなど、市内外からの投資やアイデアを取

り込み、市と民間事業者の連携の下、多機能

施設の整備など具体的な方策について検討し

てまいりたいと考えております。その上で、

今後、事業の進展が見込まれる場合は、必要

に応じて計画を適切に見直すとともに、国の

支援制度も積極的に活用し、着実な取組の推

進に努めることで、中心市街地の魅力と都市

機能の向上を図り、本市全体の活力向上につ

なげてまいりたいと考えております。こうし

た取組により、人口減少のスピードを少しで

も抑制できるよう、中心市街地の魅力と機能

の一層の向上に努めてまいります。 

 次に、トマーレびばいの利用状況と、移住・

定住の実績についてでありますが、初めに、

トマーレびばいの利用状況について、令和5

年度では、延べ17件222人、令和6年度では、

延べ54件911人が利用しており、そのうち「ち

ょっと暮らし」を目的とした利用は、令和5

年度は1件、令和6年度は3件となっております。

なお、令和2年度から令和4年度までは、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

自主隔離施設として使用しておりましたので、

利用実績はなかったところであります。 

 次に、トマーレびばい利用者の移住・定住

の実績についてでありますが、「ちょっと暮ら

し」を目的として利用した方が、移住された

事例についてはなかったところであります。 

 次に、「移住者・定住者への助成制度」にお

ける実績についてでありますが、令和6年度に

おきましては、居住のため市内に住宅を新築

する場合や分譲住宅または中古住宅を購入し

た移住者や子育て世帯等に対して、資金の一

部を助成する「新築・中古住宅購入助成制度」

として、新築住宅は20件で、助成額は2,480

万円、中古住宅は6件で、助成額は340万円と

なっているところであります。 

 次に、本市に移住し、札幌市内に通勤する

移住者に対して、特急定期券購入費の一部を
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助成する「通勤費助成制度」については11件、

助成額は186万4,000円となっているところで

す。このほか、本市が所有する分譲地を購入

し、住宅を建築した方に対して、土地購入費

の7割を助成する「市分譲地助成」については

2件で、助成額は422万8,000円。40歳未満の方

で、本市の民間住宅に居住し、就業する方に

対して家賃の一部を助成する「若者移住定住

促進助成金」については16件、助成額は178

万7,000円となっているところであります。人

口減少対策に積極的に取り組む上では、移

住・定住施策が重要施策の一つとして考えて

おり、これらの助成制度は、有効的かつ効果

的な取組であると考えているところでありま

す。今後においても、助成制度を継続してい

くとともに、持続可能なまちづくりを進めて

いく上で、移住者だけでなく長く住み続ける

人々にとっても魅力的なまちづくりを推進し、

「美唄に住みたい、住み続けたい」と思える

環境整備に努めてまいります。 

●議長谷村知重君  山上議員。 

●9番山上他美夫議員 ご答弁ありがとうご

ざいます。 

 のるーと美唄については、了解いたしまし

た。高齢化する市民の足として、のるーと美

唄のより一層の充実に向けて、よろしくお願

いいたします。 

 続いて、人口減少対策についてであります

が、人口減少対策の一つに、賑わいがあり、

魅力あるまちなかの再生がありますが、美唄

市は中心市街地の賑わい創出のために、商店

街の活性化やコアビバイにおける支援などに

ついては、大変感謝しているところでありま

す。しかし、現状としては、美唄市の人口減

少は避けられないことでありますが、人口減

少を少しでも緩和する対策として、魅力ある

まちなかの賑わい創出や観光振興、移住・定

住策の充実などが有効であると考えておりま

す。ご答弁によれば美唄市の移住・定住者へ

の助成制度では、総額1,640万円の助成を行っ

ているとのことでありますが、移住・定住者

増加のため、さらなる助成と施策の拡充もお

願いしたいと思うところであります。また、

美唄市における空き家バンクの広報活動を含

めた、美唄市ホームページの移住・定住情報

の充実を図り、移住・定住希望者への移住・

定住意欲を高めることも、人口減少の速度を

緩やかにする方策として有効であると思いま

すので、ご検討いただきたいと考えますが、

何かお考えがあれば、ご答弁のほどよろしく

お願いいたします。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 山上議員の質問にお答えい

たします。 

 助成制度や広報活動の充実についてであり

ますが、助成制度につきましては、令和6年度

に連携協定を結んだ0円都市開発合同会社で

紹介する0円物件が、これまでの中古住宅購入

に対する助成制度に対応できない事例が多い

ことから、本年度より新たに耐震基準を満た

さない住宅を購入した際における、家財処分

や清掃費用に係る費用について助成する制度

を構築したところであります。 

 次に、移住・定住情報の充実についてであ

りますが、現在、市のホームページ内の移住・

定住ポータルサイトや、ふるさと回帰・移住

交流促進機構のサイトなどに、移住・定住情

報を掲載しているほか、令和6年度より、空き
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家バンク情報を不動産情報サイト「アットホ

ーム」に掲載、また今年度からは、移住者の

声を集めた動画を作成し、ＳＮＳ等で公開す

るなど、情報発信の充実に努めているところ

であります。今後におきましても、移住を考

えている方に対して必要な情報が、適切に届

くよう広報活動の充実を図るとともに、助成

制度についても適宜見直しを行い、移住のき

っかけづくりの一助となるよう取り組んでま

いります。以上でございます。 

●議長谷村知重君 一般質問中ですが、10分

間程度休憩したいと思います。再開は11時10

分といたします。 

 

午前10時59分 休憩 

午前11時09分 開議 

 

●議長谷村知重君 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続けます。 

 1番永森峰生議員。 

●1番永森峰生議員 令和7年第3回市議会定

例会において、大綱2点について質問いたしま

す。 

 1件目について、行財政運営についてであり

ます。 

 一つ目は、令和6年5月に発注した下水道人

孔改良工事についてであります。この工事は、

今回、元職員による背任容疑がかけられた工

事であることは、新聞報道や7月31日に行われ

た議員協議会での報告から承知しているとこ

ろでありますが、改めてその内容について伺

います。 

 一つ目は、この工事の内容は、契約額を含

め、どのようなものであったのか。また、設

計変更の内容と金額、なぜ設計変更が必要と

なったのか、その理由。 

 二つ目は、この設計変更の伺いの決裁は、

どこまでの専決で行われ、設計金額が2倍以上

になることについての議論はなかったのか、

あればその経過について。 

 三つ目は、工事現場の管理・監督について、

どのような体制で行われていたのか。 

 四つ目は、この工事の完了検査は、どのよ

うな体制で行われたのか、また、工事の出来

高や精度などの内容を含め、どのように実施

し、合格に至ったのか。 

 五つ目は、この工事の財源に充てられた地

方債、補助事業であれば補助金も含め、さら

には交付税などにペナルティーなどによる影

響は出てくるのか。以上この5点について伺い

ます。 

 二つ目に、令和7年度地方交付税の交付額に

ついてであります。令和7年度の空知管内24

市町への普通交付税の交付額が、新聞報道で

公開されましたが、管内では、前年度当初比

2.7％増となりましたが、残念ながら、美唄市

においては、0.1％の減で、60億2,991万8,000

円となっておりました。報道によると、要因

としては、美唄市は下水道事業債の償還が終

了したことにより、前年度を僅かに下回った

とありましたが、下水道事業債の償還が終了

したということに違和感を感じるのですが、

一部終了なのか、全部終了なのか、前年度に

比べて影響額はどの程度なのかなど、内容に

ついて伺います。また、令和7年度当初予算で

は、63億2,000万円としていましたが、約2億

9,000万円不足しております。予算時の算定と
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申請時の算定で、何が要因で、このような大

幅な不足額が生じたのかを伺います。また、

一般財源の2億9,000万円の不足は、今年度の

事業執行において、大きな影響を及ぼすと考

えられますが、今後の事業執行において、ど

のように対処していくのか、市長の見解を伺

います。 

 大綱2点目について、一つに、職員の健康管

理と働き方の実態について、市長・教育長に

伺います。 

 私は、令和6年第2回市議会定例会において、

このことについて質問してきた経過はありま

すが、特にメンタルの不調による病欠者・休

職者は、平成25年度と令和5年度との比較では、

単純に2人から18人と9倍になっており、要因

としては、業務量の増加や職場における人間

関係、ハラスメントなど、様々な要因が考え

られるとしながらも、把握は難しいとのこと

でありました。また、休職者等により長期の

欠員が見込まれる場合には、業務への影響な

どに配慮し、必要に応じた人員体制により対

応し、職員の健康管理に必要な対策を講じる

とのことでありました。そこで、令和6年度の

実態と令和7年度の傾向について伺います。 

 また、近年、職員の配置表を見ると、係長

職による施設の館長、センター長などの兼務

発令が目立ちます。そもそも、係長職は業務

監督者であり、現場の状況を把握し、自ら率

先して業務に当たり、指導する立場にあるも

のと解しているところでありますが、中には、

いくつもの施設を兼務している実態が見受け

られます。兼務発令の在り方について、市長・

教育長の考え方を伺うとともに、私は1人の職

員に集中してしまうことは、労働の過重にな

ってしまい、体力的にも、精神的にも疲弊に

つながり、業務ミスやメンタルの不調へとつ

ながるのではないかと懸念を持っているとこ

ろであります。 

 そこで、市長・教育長は、どう現場の状況

を把握し、兼務発令される職員の業務量の現

状、意向、対応を含め、現場との協議はどう

調整、対応しているのかを伺います。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君(登壇) 永森議員の質問にお

答えします。 

 令和6年度5月に発注した下水道人孔改良工

事についてでありますが、この工事は、冬季

の凍害による影響や老朽などが原因で発生し

ている既設マンホール周辺で生じた舗装の段

差や、損傷を解消する道路路面の維持的な工

事のため、設計委託業務を行わず、設計数量

を概数により発注した工事であります。工事

内容は、マンホール補修が8か所、人孔周辺舗

装補修が14か所として、設計金額を498万

3,000円、工期を令和6年5月17日から令和6年7

月31日の期間としており、令和6年5月16日の

入札で株式会社シンセイ建設が489万5,000円

で落札したところであります。その後、令和6

年6月5日付けの設計変更において、マンホー

ル補修が2か所減の6か所、人孔周辺舗装補修

が12か所増の26か所へ変更し、その他に雨水

ゲートフェンスの補修や、残土置場における

搬入路の敷鉄板設置などが追加となり、525

万8,000円の増額となる、1,015万3,000円に設

計変更したものであります。設計変更の理由

としましては、契約後の現地調査により、補

修が必要であるマンホール箇所の追加、及び

施設補修や現地の状況から必要となった仮設
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材の追加によるものであります。設計変更伺

いの専決につきましては、設計変更後の金額

が2,000万円未満であるため、「美唄市水道事

業、工業用水道事業及び下水道事業財務規程」

第4条の2の規定により、都市整備部長の専決

としており、設計変更における経過について

は、事前に工事担当者からの上申書により、

増額理由などの報告を受けており、工事額が

大きく増額となった変更については、いち早

い道路の段差の解消は、市民サービスにつな

がるものであるため、許容していたところで

あります。 

 次に、工事現場の管理・監督の体制につき

ましては、当工事の設計者が監督員、上司で

ある係長が主任監督員として現場の管理・監

督を行っており、工事完了検査の体制と、合

格に至った経過につきましては、検査員を上

下水道課長補佐とし、監督員と工事請負業者

の同席のもと、契約図書に基づき、工事の実

施状況や出来形、品質などの検査を行い、工

事完成検査調書による決裁で工事完成として

いるところであります。 

 次に、工事の財源に充てられた地方債など

の影響につきましては、工事費用の水増し分

においては過充当となり、繰上償還が必要に

なると考えられます。その場合には、補償金

が発生する可能性がありますので、各関係機

関と情報共有しながら、事務を進めたいと考

えております。 

 次に、令和7年度普通交付税の交付額につい

てでありますが、7月29日に決定額が示され、

本市の決定額は60億2,991万8,000円となり、

前年度との比較では、1,464万5,000円、0.2％

の増となりました。しかしながら、臨時財政

対策債発行可能額を合算した実質的な交付税

額では、前年度比で409万7,000円、0.1％の減

となったところであります。ご指摘のとおり、

空知管内の24市町全体では2.7％の増となっ

ている中で、本市が減額となった主な要因は、

報道にもありました下水道事業に係る地方債

の償還が終了したことによるものであります。

具体的には、平成11年度以前に発行した下水

道事業債のうち、平成6年度債及び平成8年度

債の一部について、令和6年度末をもって、元

利償還が終了したもので、令和6年度償還額は

約7,400万円であり、それに対応する交付税算

定上の影響額は、約3,700万円の減額となって

おります。普通交付税には様々な増減の要素

がありますが、本年度においては、下水道事

業債の償還終了が最も大きな減額要因となっ

たものであります。 

 次に、決定額が当初予算額を下回った要因

についてでありますが、本市では令和7年度当

初予算において、普通交付税を63億2,000万円

と見込んでおりましたが、実際の決定額との

差は2億9,008万2,000円、率にして4.6％減額

となったところであります。普通交付税の積

算に当たっては、予算編成時点では国から当

該年度の単位費用や補正係数などが公表され

ていないため、例年、前年度決定額を基に、

国の地方財政計画などにおける伸び率を勘案

して推計しておりますが、本年度においては、

個別算定経費の「子ども子育て費」において、

公立保育所及び私立幼稚園の園児数のほか、

児童扶養手当の支給人数が実績として減とな

ったことや、「公債費」において、算定上、対

象から外れる償還金を見込んでいたことなど、

主に基準財政需要額が予算見込みを下回った
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ことなどにより、結果として大きな乖離が生

じたものであります。なお、単位費用や補正

係数の影響は、自治体の人口動態や扶助費、

投資的経費などの動向によって差が生じやす

く、全国の自治体の標準的な需要と収入を積

み上げた国の計画とは必ずしも一致しないも

のであります。 

 次に、この交付税の予算割れが本年度の事

業執行に及ぼす影響と今後の対応についてで

ありますが、ご指摘のとおり、約2億9,000万

円の不足は市の財政運営に影響を及ぼすこと

が懸念されます。特に本年度予算は一般財源

であるふるさと納税寄附金の大幅な減少も重

なり、最終的に財政調整基金を取り崩すなど、

非常に厳しい予算編成を余儀なくされており、

こうした中での普通交付税の予算割れは、一

層の財政圧迫要因となりうるものです。今後

の事業執行におきましては、まずは歳出の効

率的な執行を徹底してまいりますが、一方で、

安易に事業を先送りすることは、市民生活へ

の影響面から避けるべきであるとの認識のも

と、必要な事業はしっかり優先順位を見極め

ながら、着実に実施してまいります。また、

歳入面においては、特にふるさと納税の増収

を最重要課題として位置付け、歳入・歳出の

両面から収支均衡の確保に取り組んでまいり

たいと考えております。いずれにいたしまし

ても、地方交付税は一般財源の中でも、大宗

を占める極めて重要な財源であり、その予算

割れは財政運営上、大きな影響を及ぼすこと

から、今後の積算に当たっては、国の最新動

向を的確に把握し、数値の精査及び現状分析

の精度向上に、これまで以上に努めてまいり

たいと考えております。 

 次に、職員の健康管理と働き方の実態につ

いてでありますが、初めに、メンタルの不調

による病欠者、休職者の実態につきましては、

令和5年度が18人、令和7年度が17人で、1人減

となっており、大きな差はなかったところで

あります。また、令和7年度につきましては、

8月末現在において、9人に減少してきており、

大きく改善の傾向にありますが、メンタルの

不調は職員個々のプライバシーに関わること

でもあり、業務量の増加や職場における人間

関係、ハラスメントなど、様々な要因が考え

られ、その要因の断定は難しい状況にありま

す。このため、総務課と所属課が連携を取り

ながら、メンタルの不調の経過を踏まえ、主

治医の診断結果に基づき、アドバイスをいた

だきながら、職場配置、勤務体制、勤務時間

等について協議を行うなど、個別に必要な対

応を行っているところであります。 

 次に、兼務発令の実態につきましては、現

在、市長部局において兼務発令職員は7人とな

っているところであります。また、兼務発令

の在り方につきましては、行政の推進を図る

ため、原課との協議等を踏まえ、現在、一部

の職員に兼務発令を行っておりますが、職員

に過度な負担とならないよう配慮することが

大切であると考え、兼務する業務の内容や兼

務する業務間の関係性や効率性などを考慮し

て、慎重に行っているところであります。兼

務発令の恒常化や定着化は、必ずしも適切で

あるとは考えておりませんが、引き続き、美

唄市職員定数条例や美唄市定員適正化計画に

基づき、限られた人材の中、適正な人事管理

を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、職員の業務量の把握につきましては、
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毎年10月には組織・職員配置ヒアリングによ

り、各所属の業務量の把握に努めるとともに、

11月には、職員一人一人からの勤務状況に関

する調査により、実態を把握しているところ

であります。今後とも兼務発令を含め、人事

異動の実施に当たっては、退職者の将来的な

動向を見ながら、人材の効率的・効果的な配

置、組織体制づくりに努めてまいります。以

上でございます。 

●議長谷村知重君 教育長。 

●教育長石塚信彦君(登壇) 永森議員の質問

にお答えします。 

 職員の兼務発令の実態と在り方についてで

ありますが、初めに、実態につきましては、

教育委員会における兼務発令を受けている職

員は、学務課と指導室を兼務している職員が1

人、生涯学習課において、各種施設を兼務し

ている職員が9人となっております。 

 次に、在り方につきましては、現在、限ら

れた人的資源の中で、円滑な教育行政の推進

を図るため、やむを得ず一部の職員に兼務を

発令しているのが実情でありますが、兼務に

よる業務負担が過重にならないよう、業務量

の調整や支援体制の強化、健康管理やメンタ

ルヘルスにも留意し、無理のない範囲で業務

に当たってもらうよう配慮することが大切で

あると考えております。しかしながら、兼務

が常態化している状況は望ましいとは考えて

おりませんので、教育委員会での適正な人員

配置や業務の精査を進め、可能な限り専任体

制を整えられるよう、市長部局と協議を進め

てまいりたいと考えております。 

 次に、現場との協議につきましては、各所

属長を通じて、業務量、勤務状況、有給休暇

の取得状況、時間外勤務の実態等について、

定期的に報告や聞き取り調査を行い、職員か

らの意見や困りごとを教育委員会事務局全体

で対応しているところであります。また、兼

務による過重負担が生じていないか、継続的

に注視しているところであります。教育委員

会といたしましては、今後も、職員が健康に

働き続けられるよう、きめ細やかな実態調査

を行い、現場との調整・対応に努めてまいり

たいと考えております。以上でございます。 

●議長谷村知重君 永森議員。 

●1番永森峰生議員 行財政運営、一つ目の令

和6年5月に発注した下水道人孔改良工事につ

いて、改めて質問させていただきます。 

 設計数量を概算により発注し、契約後の現

地調査により、設計変更をしたということで

ありますが、当初の設計金額については、予

算に合わせた設計と考えます。設計の変更の

内容については、予算を大きく逸脱する内容

であり、さらに雨水ゲートフェンスの補修、

残土置場における搬入路の敷き鉄板設置など

追加とあります。説明の中で、工事担当者か

らの上申書により増額となったとあります。

これは、一担当者が提出したとは考えにくく、

上司の指示により提出されたものではないか

と思うが、実態はどうであったかを伺います。 

 私は、設計変更について、工事施工中にお

いて、予期せぬ事態が起こり、緊急性を生じ

ることから行うものと理解しておりますが、

その際には、少額なものは除き、補正予算に

より対応すべきものと考えています。そこで、

設計変更についての在り方についての見解を

伺います。 

 また、完了検査については、監督員である
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設計した担当者と請負業者の同席のもと、上

下水道課長補佐が検査員として行われ、契約

図書に基づき、工事の実施状況や出来形など

を確認し、合格したとのことですが、マンホ

ール補修6か所、人孔周辺舗装補修26か所など、

全ての箇所において、実地検査が実施された

かどうかを伺うとともに、全て検査で合格し

たというのであれば、市政報告の中で実際の

工事実績を308万円にとどめたと言っており

ます。全く整合性がつかず、どうしたらこの

ようなことができるのか不思議でなりません。 

何が原因なのか、見解を伺います。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 まず初めに、先ほどの答弁

について訂正させていただきます。 

 先ほど、職員の健康管理と働き方の実態に

ついて、ご答弁をした際に、メンタルの不調

による病欠者・休職者の実態につきまして申

し上げたところ、令和5年度が18人、令和7年

度が17人と答弁いたしましたが、令和6年度が

17人の誤りでございます。お詫びの上、訂正

させていただきます。 

 永森議員の再質問にお答えいたします。 

 下水道人孔改良工事についてでありますが、

設計変更の在り方につきましては、設計図書

の内容と現地の不符号によるもののほか、現

場において緊急性が生じた場合など、「工事請

負契約における設計変更ガイドライン」によ

り、実施しているところであり、本工事にお

いては、予算の範囲内で実施していたことか

ら、補正は行わなかったところであります。 

 次に、設計変更上申書に関する質問及び検

査完了実態に関する質問については、9月26

日に札幌地方裁判所において、元職員の第1

回公判が行われますので、元職員が具体的に

どのように主導していたのかについては、公

判前の捜査情報であることから、警察及び検

察からの情報はないほか、事件の根拠や理由

などは、公判で明らかになるものと指導され

ているため、現段階においては、これ以上の

答弁は控えさせていただきます。以上でござ

います。 

●議長谷村知重君 次に移ります。 

 11番川上美樹議員。 

●11番川上美樹議員 令和7年第3回定例会に

おきまして、大綱2点について市長にお伺いい

たします。 

 大綱の1点目は、福祉行政について、高齢者

対策について伺います。 

 第7期総合計画の前期基本計画で「ともに支

え合い、安心して暮らせるまちづくり」を目

指し、それの個別計画として「高齢者保健福

祉計画」に基づき、高齢者対策が進められて

いるところです。現在の本市の高齢化率は

44.8％であり、市民の半分近くが65歳以上で

あるということになります。 

 そこで一つ目として伺いますが、高齢者の

生活を支援するための体制はどのように整備

されているのか。 

 二つ目として、認知症対策、これについて

は、令和5年実施のアンケートでは、認知機能

が低下しているという方が3年前の令和2年よ

りも多くなっているという結果が出ておりま

す。これら認知症対策については、どのよう

になっているのか。 

 三つ目としては、一人暮らし、閉じこもり

傾向にある方、また孤立化してしまっている

状況の方への支援対策はどうなっているのか。
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どれも必要かつ重要な対策と思いますが、こ

のことについて市長にお考えを伺います。 

 大綱の2点目は、観光行政について伺います。 

 伺いたい点は、「炭鉄港」の取組による広域

での観光連携の推進について伺います。 

 桜井市長は現在、小樽、室蘭、空知の市町

村で構成する炭鉄港推進協議会の会長になっ

ておられます。本市においては、かねてから

地域資源、北海道の日本遺産「炭鉄港」とい

う形で登録がされております。炭鉄港の取組

は、小樽、室蘭、空知と同じ歴史を持った地

域が連携して、その資源を活用し、広域での

観光振興を促進していこうということが目的

の一つと認識しておりますが、このことにつ

いて、次の2点についてお伺いをいたします。 

 一つ目は、本市の炭鉄港への取組が推進さ

れることで、期待される効果、これについて

はどのようにお考えなのか。 

 二つ目は、これらの課題及び解決に向けて、

どのようにお考えなのか、このことについて

市長にお考えをお伺いいたします。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 川上議員の質問にお答えし

ます。 

 高齢者対策についてでありますが、初めに、

高齢者の生活支援体制の整備として、65歳以

上の高齢者が多世代の市民から見守りを受け

ることで、安心して、地域で生活できるよう

に、各地域でサロンや懇談会などを開催して

いるほか、ぴぱ生活便利帳を配布し、生活の

困りごとの解決にご活用いただけるよう、周

知に努めております。 

 次に、認知症施策についてでありますが、

認知症予防に資する可能性があると言われて

いる貯筋体操などの介護予防を推進している

ほか、認知症に対する正しい理解が普及し、

認知症になっても、本人や家族が安心して生

活できるように、認知症カフェや認知症サポ

ーター養成講座をはじめ、幅広い施策を実施

しております。また、若い方々も認知症につ

いて学ぶことができるように、児童や生徒向

けの認知症サポーター養成講座も開催してお

ります。 

 次に、一人暮らしの高齢者への支援につき

ましては、緊急通報システムや、食事サービ

スなどにより見守りを行っているほか、各地

域における交流の場にお誘いし、孤立するこ

となく、安心して住み慣れた地域で生活でき

るよう支援しております。また、閉じこもり

状態にある方や孤立化してしまっている方に

対しては、地域のサロン等の取組の一つとし

て、本人の負担にならないよう配慮しながら、

地域住民による声かけ活動を行っていただい

ているところであります。いずれにいたしま

しても、介護や医療の専門職の支援や地域の

支え合いの取組を大切にしながら、高齢者の

皆様が安心して美唄で生活できるよう、引き

続き支援してまいります。 

 次に、「炭鉄港」の取組による広域での観光

連携の推進についてでありますが、昨年7月か

ら、空知総合振興局を事務局とする炭鉄港推

進協議会の会長市として、本市を含む自治体

や経済、民間団体等の会員の協力の下、各種

事業を推進しており、構成地域の特色ある

「食」をＰＲする「炭鉄港めし」の認知度向

上や炭鉄港カードキャンペーン事業の実施、

ガイド付きツアー、各種イベント開催など、

日本遺産に関わる幅広い分野において、広域
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的な連携を図り、地域の活性化を目的に取り

組んできたところであります。一方、本市に

おいても、一般社団法人ステイびばいとの連

携による、四つの「炭鉄港」構成文化財を活

用した、モニタリングツアーや地元ガイド養

成講座、炭鉄港プレミアムガイドツアー等の

事業を展開し、観光産業の発展に取り組んで

いるところであります。こうした構成文化財

を活用した様々な取組によって、地域のブラ

ンド化やシビックプライドの醸成にもつなが

るなど、地方創生に大いに資する効果がある

ものと認識しております。 

 次に、日本遺産「炭鉄港」における課題に

ついてでありますが、炭鉱閉山後、50年以上

が経過している地域もあり、炭鉱の記憶の風

化や構成文化財の劣化が進み、地域の歴史を

語り継ぐことが難しくなってきており、今後

どう維持・保存し、活用していくかが、日本

遺産を有する炭鉄港推進協議会の構成自治体

の共通の課題であるとの認識の下、現在の活

動を拡充しながら、解決に向けて取り組んで

まいります。以上でございます。 

●議長谷村知重君 川上議員。 

●11番川上美樹議員 再度お伺いをさせてい

ただきます。 

 大綱1点目の高齢者対策について、特に一人

暮らしや閉じこもりがちにある高齢者への対

策については、ご本人の負担にならない程度

でのあらゆる方法でのつながりを作っていく

ことを、今後も継続してやっていただきたい

ところです。また一昨日ですけれども、土曜

日の北海道新聞の朝刊に掲載されていたもの

ですが、白老町では、認知症の人とその家族

に対する支援も対象とする条例がこの度の9

月の定例会で審議されるという記事が掲載さ

れておりました。この条例が議会で承認され

れば、道内初の認知症に関する条例が出来上

がるというようなお話だそうです。こういっ

たことを白老町も進めてらっしゃいます。例

えば、本市で私がよく聞くのが、デイサービ

スに行かれる家族がいらっしゃって、それは、

大体9時から4時半の間が多いと聞いてます。9

時から4時半の間、デイサービスにご家族がい

らっしゃって、特に農家の皆さんは、春先の

朝早い時期に作業をしたいというのがあった

り、あるいは日が少し、4時半を過ぎて長くな

る時期にまた作業をしたいということで、こ

ういったデイサービスに行っている間はお仕

事ができるんですけれども、朝と夜、農家の

方々が作業したいとき、家族の支援が難しい

んだというようなことをよく聞きます。先ほ

どご答弁にもありましたとおり、認知症カフ

ェですとか、サポーター養成講座なども多岐

にわたってやっていらっしゃいますので、ど

うぞまたその機会を利用して、認知症の方は

もちろんなんですけれども、その家族の声を

是非拾って、施策に反映していただきたいと

ころです。 

 そこで再度お聞きしたい点になりますけれ

ども、令和5年度のアンケート結果を見たとこ

ろ、困りごとができたときに、この地域包括

センターに、まずは相談するということをご

存じですかという高齢者が、アンケート結果

では、全体の15.5％であるという結果が出て

おります。これはちょっと低いなと思いまし

て、せっかくいい施策をたくさん備えている

のですから、支援が必要だということにもか

かわらず、それが行き届いていないというこ
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とが多いとしたら、もっと行政側から積極的

に高齢者の市民へ情報や支援を届ける動きを

強化することが必要だと思います。高齢者施

策に対しては、私はこの一般質問で、何か突

飛な施策、これをやればということを提案で

きるわけではございませんけれども、今の施

策を地道に継続して、何とかこの15.5％の周

知率を高くしていただいて、利用をしていた

だければと思います。このことについて再度、

市長のお考えを伺います。 

 それから大綱の2点目の炭鉄港への取組に

ついてです。 

 解決に向けての考え方、取組については、

理解いたしました。炭鉄港というのは令和元

年に日本遺産に認定されまして、さらに今年7

月には再認定され、重要支援地域という形で

選定はされました。本市においては、炭鉄港

の炭鉱の部分が当てはまりますけれども、か

つての栄華と、あっという間の衰退について、

私はまだその記憶が生々しいということだっ

たり、閉山後の多くの仲間たちがその後の生

活に苦労したということもありましたので、

それをもう振り返りたくないと、そういう考

えも確かにあると思います。ただ、多くの方

に価値ある遺産として認めてもらうには、私

はもう少し時間がかかるのかと思っておりま

す。ただ、どこの地域でも同じような観光施

策、それから似たような地方創生の施策にな

ってしまって、近隣市町村で人の取り合いに

なるようであれば、そうではなくて、小樽、

室蘭、空知、この地域ならではの歴史を生か

した、しかも広域で連携した観光施策を考え

ていくというのがこの炭鉄港の取組の考え方

の一つではないかなと思います。ただ忘れて

ならないのは、この観光施策を行うことによ

って、最終的にはこの美唄市民に利益が還元

されるのか。それから今の市民、それから未

来の将来の美唄市民に観光施策をやったこと

による恩恵、利益ををもたらすということで

なければ、炭鉄港の取組もそうでないとなら

ないと思いますので、大きな投資というのは

少し難しいとしましても、美唄市内にある、

炭鉱遺産に認定されている文化財や存在する

歴史的建造物、そこにあった物語については、

次世代へと引き継いでいく、そういった取組

は、私は必要ではないかと思いますが、この

ことについて市長のお考えを伺います。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君 川上議員の質問にお答えし

ます。 

 本市の取組に関する市民周知等についてで

ありますが、地域包括支援センターの総合相

談や生活支援体制の整備、認知症施策等につ

いては、広報紙やホームページへの掲載をは

じめ、ぴぱ生活便利帳を配布し、ご活用いた

だくなど、様々な形で市民周知を図っている

ところであります。また、市民の方が困りご

とを抱える前から、相談場所である地域包括

支援センターを知っていただくため、令和4

年度から地域包括ケア漫画を発行しておりま

す。漫画には、骨折した場合、年齢とともに

虚弱になってきた場合、物忘れなどの症状が

出た場合の具体例を示し、地域包括支援セン

ターの専門職が相談に応じた事例を分かりや

すく紹介しております。いずれにいたしまし

ても、何か困りごとがあれば、医療や介護サ

ービスなどの必要な支援につながるよう、ご

本人だけでなく、そのご家族に対しましても
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情報発信の充実に努めてまいります。 

 次に、日本遺産等の次世代への引継ぎにつ

いてでありますが、本市においては、日本遺

産「炭鉄港」の四つの構成文化財のほか、美

唄市指定文化財や炭鉱遺産に関連した建造物

があり、これらは、歴史的価値があるものと

認識しております。こうした有形無形を含め

て存在する文化財等について、観光パンフレ

ットへの掲載、市のホームページ、ＳＮＳ等

を活用し、目に触れる機会を作り、市民が地

域への愛着心を再確認していただくとともに、

市外からの来訪者に対する情報発信も必要で

あると考えております。また、「炭鉄港」は1

地域で完結しているものではなく、歴史上の

物語や広域的な観点で、日本の繁栄を担った

我がまちの炭鉄港遺産をＰＲすることで、さ

らに価値が深まることから、構成市町・団体

との連携も重要であると考えております。一

方で、文化財の保全を行っている地元の活動

や各自治体の支援にも限界があり、構成文化

財一体として維持・保存を進めていかなけれ

ばならない時期に来ていると考えております。

市としましては、この度、日本遺産の重点支

援地域に選定されたことによる、文化財保護

や環境整備等に対する優遇措置の活用を検討

するとともに、市内外の方に、価値ある歴史

を認めてもらい、維持・保存等の活動に支援

をいただけるよう取り組んでまいります。い

ずれにしましても、これまで炭鉱産業は衰退

の過程が黒歴史として認識されがちでしたが、

日本の経済の発展を支えた価値ある歴史とし

て、後世に伝えていけるよう、日本遺産「炭

鉄港」等を活用した地域活性化や観光地づく

りの発展に努めてまいります。 

●議長谷村知重君 次に移ります。 

 5番古賀崇之議員。 

●5番古賀崇之議員 令和7年第3回市議会定

例会において、大綱2点、市長にお伺いいたし

ます。 

 まず1点目、福祉行政、地域福祉会館につい

てであります。 

 近年の気候変動などにより、北海道におい

ても、まるで本州のような高温多湿な日が多

くなりました。「北海道の夏は涼しい」ひと昔

前の認識とは打って変わり、今では最高気温

が35度以上の「猛暑日」が毎年のように観測

されるなど、全道的に夏が暑くなっていると

感じております。本市においても、今年は6

月から30度に迫る日も多く、7月、8月も30度

超えが珍しくない状況になっております。ま

た一方で、冬の期間においては、夏で言えば

線状降水帯による局地的豪雨のように、一気

に雪が降り積もることが増えており、本市に

おいても昨年、一昨年と年末に過去最大級の

降雪量を記録するなど、市民生活に影響が出

るような「ドカ雪」に見舞われていることが

多くなっております。本市では、暑さ対策と

して、公共施設などをクーリングシェルター

として開放しておりますが、その多くが中心

部にある公共施設や商業施設であります。市

街地以外、特に農村地域で生活される高齢者

の方、障がいをお持ちの方々、小さなお子さ

んなどは、地域の福祉会館などに暑さ対策の

ため避難することが理想的ではないかと考え

ております。しかし、多くの福祉会館では冷

房設備がないと伺っています。各福祉会館は、

老人クラブやサロン活動などの使用率が高く、

高齢化率が高い本市においては、夏冬通して、
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各福祉会館を利用する高齢者の方々にも安心

して使っていただける環境整備が必要ではな

いでしょうか。また、各福祉会館は、災害時

の避難所としても指定されていることを考え

ますと、冷房等の設備は必要であると考えま

すし、冬も除雪体制などが心配されます。そ

こで、年々猛暑日が増加傾向にあると予想さ

れる中、各福祉会館における冷房設備を設置

し、クーリングシェルターとして開放するこ

とや、冬の期間における福祉会館の除雪対策

について、市長の見解を伺います。 

 次に大綱2点目、医療行政について、特定健

康診査と特定保健指導についてであります。 

 国は年々医療費増に対して負担を求めるこ

とを検討しているのではないかと思います。

特に高額医療費が年々増えているのが現状で

あります。本市では、特定健診、特定保健指

導等により、生活習慣病改善等に取り組んで

います。また、病気の早期発見は医療費減に

もつながる大切な取組と考えております。熊

本県荒尾市ではフォーネスビジュアス検査を

2023年度から国の補助金を受け、年間100人を

対象に取り組み、2025年3月までには481人が

この検査を受けています。このフォーネスビ

ジュアス検査とは、約7,000種類の血中たんぱ

く質を解析し、将来の疾患リスクを予測する

検査であり、少量の採血で心筋梗塞、脳卒中、

肺がん、認知症等のリスクを予測することが

できるとのことです。荒尾市では、この検査

を特定健診等で生活習慣病等の診断を受けた

市民を対象に検査してもらい、検査結果に基

づいた生活習慣改善プログラムを提供し、保

健指導を受けない方や、保健師がお声掛けし

ても、なかなか治療につながらない方々にし

っかりと病気の発生リスクを数値化して健康

維持、生活習慣改善に本気で取り組めるよう

な活用をしております。しかしながら、この

検査料金が5万円程度と非常に高額なため、個

人での検査は非常に難しいと考えております。

本市でも国の補助金等を活用し、フォーネス

ビジュアス検査の結果を踏まえた上で、特定

保健指導を行っていき、医療費給付の減少に

つなげていくことが必要と考えますが、市長

の考えを伺います。 

●議長谷村知重君 市長。 

●市長桜井恒君(登壇) 古賀議員の質問にお

答えします。 

 気候変動による福祉会館の環境整備につい

てでありますが、本市につきましては、市内

15の福祉会館を設置しており、現在、冷房設

備が備わっているのは4か所に留まっている

ところであります。夏の熱中症対策として、

冷房設備の設置が有効な方法である一方、冷

房設備の設置により、電気料金が高くなるな

ど、会館運営に大きな負担になることが予想

されるため、指定管理者に対し、冷房設置に

関するアンケート調査を行っており、調査結

果を踏まえ、暑さ対策並びにクーリングシェ

ルターとしての会館開放について検討してま

いります。 

 次に、各福祉会館の除雪体制につきまして

は、各指定管理者が自ら除雪を行う会館や、

除雪業者に委託する会館など、それぞれ地域

事情によって異なっております。近年ではわ

ずか数日で雪が降り積もることもあり、その

際には、現地へ出向き、目視による積雪状況

や除雪状況の確認を市で行っており、特に緊

急的な対応が必要な場合、指定管理者と協議
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の上、個別に対応しているところであります。

いずれにいたしましても、市と指定管理者が

協力し合うことで、地域住民の方々が、夏冬

通して安心して利用いただけるよう努めてま

いります。 

 次に、特定健康診査と特定保健指導につい

てでありますが、熊本県荒尾市の取組につき

ましては、疾病リスクを確認し、生活習慣の

改善や健康意識を高めるために、有効な取組

の一つと認識しているところであります。本

市における特定健康診査につきましては、40

歳から74歳までの国民健康保険被保険者を対

象に、市内7医療機関、保健センター及び北海

道対がん協会等で実施しており、令和5年度は

30.1％の受診率となっております。受診率の

向上の取組につきましては、特定健康診査と

がん検診等を一緒に受けることができる集団

健診のほか、ご自身の都合に合わせて受診で

きるよう個別健診を実施しております。また、

未受診者への対策としましては、市広報紙や

ホームページの活用をはじめ、様々な場面で

周知・啓発を行うほか、個別に、はがきや電

話で受診を促す取組を行っているところであ

ります。 

 次に、特定保健指導についてでありますが、

令和5年度は52.9％の実施率となっており、特

定保健指導の対象となった方へ、食生活の改

善などの行動変容を促すため、保健師や管理

栄養士が電話や訪問等により、メタボリック

シンドローム及び生活習慣病予防の必要性に

ついて、継続的な保健指導を行うほか、身近

な地域や市内の事業所等において、健康教育

を実施するなど、市民の皆様の生活習慣の改

善につながるよう保健指導に努めているとこ

ろであります。特定健康診査や特定保健指導

については、生活習慣病の予防や改善、病気

の早期発見、適正な医療機関への受診につな

がり、市民の健康づくりや医療費の適正化を

図る観点からも重要なことと考えております。

今後におきましても、他の自治体の取組など

も参考にしながら、特定健康診査の受診率の

向上や特定保健指導などの充実に取り組み、

市民の皆様の健康づくりへの意識向上に努め

てまいります。以上でございます。 

●議長谷村知重君 お諮りいたします。 

 本日の会議は、この程度にとどめ延会した

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

午後0時06分 延会 
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